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第6  疾病に対する備え
1  医療保険制度の生い立ち

わが国において最初に生まれた医療保険制度は,大正11年(1922年)に制定され,昭和2年(1927年)から実施
された健康保険法である。当初の健康保険制度の対象は,工場法又は鉱業法の適用を受ける工場,事業場に
使用される労働者のうちの一部の人々にかぎられていた。のちにこの健康保険制度は適用対象が拡大さ
れ工場,事業場に使用されている人々のすべてを対象とすることとなりいわゆる被用者に対する医療保険
の中核となつた。被用者に対する医療保険としては,ほかに,船員を対象とする船員保険法が昭和14年に制
定され,さらに遅れて,日雇労働者を対象とする日雇労働者健康保険法が28年に制定された。なお,国家公務
員,地方公務員等の特定の身分関係に基づく人々には共済組合制度があつて,被用者に対する医療保険の一
つの分野を形成している。

被用者以外の人々,すなわち,農民,自営業者等については,地域住民を対象とする国民健康保険制度が13年
に創設され,戦中,戦後の波乱を経て,23年には市町村を保険者とする地域保険制度として再建整備されてき
た。

31年には全国民がいずれかの医療保険に加入することを目標とする国民皆保険計画が策定され,33年に国
民皆保険達成のための法制上の裏打ちを図る意味で,国民健康保険法の全面改正が行なわれ,36年にいたり
国民皆保険が実現した。

このように,医療保険制度は,被用者という特質に着目して適用される被用者医療保険と,被用者以外の地域
住民一般に適用される国民健康保険の二つの面から制度が整備されてきたのである。医療について皆保
険が達成された現在においては,すべての国民について,疾病に対する備えができているということができ
る。

今後の問題は,その備えが十分なものであるかどうかにある。

なお,参考として,各種の医療保険制度を表にして示すと次のとおりである。

各種の医療保険制度
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第6  疾病に対する備え
2  医療保険制度の総合調整

さきに述べたように,疾病に対する備えとして医療保険制度が整備されてきているのであるが,それぞれの
制度の給付内容にはいまだ相当の差異が認められ,また適用対象の所得水準の差による財政負担能力の差
異がある。

現在までのところ,各制度それぞれに給付内容の充実に努めてきており,制度発足当初からみれば,はるかに
充実した内容となつているのであるが,今後なお各制度の内容充実を総合的見地から進めることが要請さ
れている。社会保障制度審議会は37年8月社会保障制度の総合調整に関する基本方策についての答申及び
社会保障制度の推進に関する勧告を政府に対して行ない「わが国の社会保障の問題はいまや新局面を迎
えた。それは皆保険,皆年金によつて全国民をいずれかの制度に加入させるというだけではなく,それは全
制度を通じて全国民に公平にその生活を十分保障するものでなければならない。そのためには,各種制度
を根本的に再検討し,それら諸制度間のバランスを確立しなければならない。このバランスとは,単に各種
医療保険相互間とか,各種年金相互間におけるバランスだけでなく,社会保障制度全般を通じて,より高い次
元におけるあたらしいバランスでなければならない。」と述べているのも,今後の方向を示すものといえ
る。

医療保険の分野においても,このような基本的方向にそつて推進すべく各種の施策が立案,実施されてい
る。まず,38年度においては,国民健康保険の給付改善の一つとして,世帯主に対する7割給付を実現すると
ともに,医療の給付期間の制限を排して疾病負傷が治ゆするまで給付を行なうこととした。同時に,被用者
保険においても,医療の給付期間の制限を撤廃したのである。さらに,39年度からは,国民健康保険の世帯員
についても7割給付を実施することがきまつた。

被用者保険の家族についても,同様に7割給付を行なうという方針を具体化する方策,また,失業者及び退職
老令者に対する医療給付の整備についての方策が重要な問題として検討されている。
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第6  疾病に対する備え
3  医療保険制度の行政機構
(1)  中央機構

社会保険の行政事務は,国民皆保険,皆年金の施策が実現した今日においては,きわめてぼう大となり,特に
現業事務の増大には著しいものがあつた。そこで,社会保険の適正な運営を行ない,被保険者の利益を確保
するために,もつぱら社会保険の運営にあたる社会保険庁を新設し,企画と現業を分離することとなつた。

医療保険制度の企画立案,調整,国民健康保険の保険者及び健康保険組合に対する指導監督等は厚生省保険
局において所掌する。

また,政府の管掌する健康保険事業並びに日雇労働者健康保険事業及び船員保険事業は,社会保険庁におい
て所掌する。
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第6  疾病に対する備え
3  医療保険制度の行政機構
(2)  地方機構

都道府県の民生関係部(局)に保険課(部)が設けられ,健康保険,日雇労働者健康保険,船員保険及び国民健康
保険に関する事務を取り扱つている。なお,17の都道府県においては国民健康保険課が独立して設けられ
ている。

保険課の下部機構として,全国に約200か所の社会保険事務所が置かれ,国民健康保険を除く各制度の適用,
給付,保険料徴収等の現業事務を担当している。
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第6  疾病に対する備え
3  医療保険制度の行政機構
(3)  社会保険委員

社会保険制度の円滑な運営を行なつていくためには,事業主,事務担当者,その他民間組織等の協力を得るこ
とが必要なことはいうまでもない。このため,従来から政府管掌の健康保険では,従業員20人以上の適用事
業所に健康保険委員を置き,健康保険委員はその事業所の従業員の保健指導,給付についての諸手続の指導,
事業所と社会保険事務所との連絡等に当つていたが,38年度からこの健康保険委員制度を改組拡充し,名称
を社会保険委員に改め,厚生年金保険の適用事業所にも置くようにした。この社会保険委員の数は約17万
人の見込である。また,20人未満の小規模事業所の指導相談に当るものとして,社会保険事務所に48人の巡
回相談員を配置して,小規模事業所を巡回し,社会保険制度全般について,給付の請求,適用の届出等の手続
の相談指導に当つている。
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第6  疾病に対する備え
4  国民健康保険

国民健康保険は,被用者以外の一般国民を被保険者として,その疾病,負傷,出産及び死亡に関し,必要な保険
給付を行なう制度である。

昭和36年度から,全国の市町村がこの制度を実施することとなり,全国民の約半数が被保険者とされている
ため,わが国の社会保障及び国民保健の向上に及ぼす役割はきわめて大きいので,その内容についても遂次
改善が加えられているが,なお,今後に残されている問題も決して少なくない。
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第6  疾病に対する備え
4  国民健康保険
(1)  保険者及び被保険者

昭和38年4月1日現在における保険者,被保険者及びその属する世帯の数は,第6-1表のとおりであつて,全国
の市町村のうち,国民健康保険を実施していないのは,離島であるため医師の確保が困難であるという特別
な事情がある鹿児島県大島郡の2村(被保険者予定数約4,000人)のみである。

第6-1表 国民健康保険の保険者数,世帯数及び被保険者数

36年度末の状況と比較すると,保険者数において40,被保険者数において106万7,000人といずれも若干減
少しているが,前者にういては町村合併,後者については産業構造の変化に伴う被用者保険への移動がその
主な原因となつている。
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第6  疾病に対する備え
4  国民健康保険
(2)  保険給付

国民健康保険の保険給付には,法律によつて保険者が行なわなければならないとされているもの(法定給
付)と,保険者が行なうかどうかを定め得るもの(任意給付)とがある。前者には,療養の給付(又は療養費の
支給),助産費の支給(又は助産の給付)及び葬祭費の支給(又は葬祭の給付)があり,後者には,傷病手当金,育児
手当金の支給等がある。

これらの保険給付の水準に関しては,健康保険その他の被用者保険に比較して,劣る点がなお少なくないが,
遂次両者の調整の方向に向つて改善が行なわれている。その第一は,療養の給付の給付率の引上げ,すなわ
ち,一部負担金の割合の引下げである。

国民健康保険において療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合は,従来は,世帯主の結核性疾病,精神障
害及びこれらの疾病に起因する傷病については,その療養に要する費用の額の3割,その他の場合はすべて
療養に要する費用の額の5割であつたが,38年10月1日から世帯主の全疾病について一部負担割合が3割に
引き下げられた。これに引き続いて,家族の疾病についての一部負担割合も3割に引き下げることとし,39
年を初年度とする4か年計画をもつてこれを実施することとしている。

上に述べた一部負担割合は最高限度として法律で定められているもので,各保険者は,保険財政の健全性を
そこなわない範囲で,条例又は規約によつて,この割合を減ずることができることとされており,一部負担割
合を引き下げる保険者が遂次増加する傾向にある。

次に,療養の給付のうち,往診,歯科補てつ,入院の際の給食及び寝具設備については,保険者の財政事情等を
考えて,33年法制定の際以来,当分の間給付を行なわないことも認められてきたが,第6-3表にみられるよう
に,最近におけるこれらの制限の撤廃は急速に促進され,大部分の保険者が健康保険等と同等程度となるに
いたつた。このような事情から,38年3月の法改正によつて,こうして給付制限が認められるのは,40年3月
31日までとされ,その後は上記の給付制限はいつさい認められないこととなつた。

第6-3表 往診,給食,寝具及び補てつ別給付制限保険者数の推移

また,療養の給付期間は,従来は原則として同一傷病について3年間であつたが,38年4月1日以後はこの期間
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制限は撤廃され,現在は転帰まで給付を行なうことがたてまえとなつている。

次に,医療費の動向を知るため,1人当り医療費の推移を健康保険に比較してみると第6-4表のとおりであり,
その伸び率は,健康保険に比して相対的に高いが,なお,現在までのところ絶対額には相当の格差がある。

第6-4表 1人当り医療費の推移

療養の給付以外の給付としては,助産費の支給(又は助産の給付)及び葬祭費の支給(葬祭の給付)のほか任意
給付があるが,任意給付としては育児手当金が行なわれているのが目立つ程度でその他の給付はほとんど
行なわれていない(第6-5表)。

第6-2表 一部負担割合別保険者数の推移

第6-5表 助産費,葬祭費及び育児手当金の支給金額別の状況
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第6  疾病に対する備え
4  国民健康保険
(3)  保健施設

保険者は,保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な施設を設けたり,保健活動をすることが
できることになつている。これは,各保険者の実情に応じて行なわれているが,広く行なわれているものは,
いわゆる直営診療施設の設置経営と,保健婦による保健サービスである。

直営診療施設は,被保険者だ対する療養の給付と疾病の予防活動に当るものとして設けられるものである
が,特に,へき地その他の無医地区あるいは医療施設の不足する地区における医療の普及という重要な役割
をも果している。昭和37年3月末日現在全国に2,859の施設があり,このうち病院は553施設,診療所は2,306
施設である。

次に,国民健康保険の保健婦は,被保険者の健康の増進,疾病の予防等のための活動に従事しており,医療施
設の乏しい地域においては,住民の保健衛生の唯一のにない手としてその果す役割はきわめて大きい。38
年5月1日現在においては,2,433の保険者が,5,526人の保健婦をおいている。
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第6  疾病に対する備え
4  国民健康保険
(4)  保険財政

国民健康保険は,今日に至るまでたびたび財政危機に直面し,赤字の保険者も数多く出たが,被保険者の関心
のたかまり,国庫補助等の財政措置の強化,関係者の努力等によつて財政は次第に健全化の方向に進んでい
る。昭和37年度の決算状況をみると,黒字保険者の数は3,424(全体の94.6%)であり,赤字保険者の数は
194(全体の5.4%である)。

国民健康保険事業の運営に要する費用にあてるための収入として主なものは,保険料(保険税)と国庫補助
金である。市町村は必要があれば保険料のかわりに地方税法の規定するところによつて,国民健康保険税
を被保険者世帯から徴収することができる。

保険料と保険税のいずれを採用するかは市町村の任意であり,その現状は第6-6表のとおりである。

第6-6表 国民健康保険税料別保険者数

保険税は,被保険者世帯の世帯主に対して賦課され,その額は世帯主及びその世帯に属する被保険者につい
て算定した所得割額,資産割額,被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額である。

保険料の場合も保険税の場合に準じた方法が採られるのが通例である。

37年度における市町村の保険料(税)は,1世帯当り調定額4,539円で前年度に比し約10%の増加を示し,1人
当り調定額1,095円で,前年度に比し約13%の増加を示しているが,今後も給付率の引上げ,医療費の上昇等
によつて保険料負担が増加することが予想される。

保険料収納率は,数年来上昇を続け,37年度においては94.07%となつている。

なお,38年度以降,低所得被保険者世帯については保険料(税)の負担を軽減し,納入を容易にするため被保険
者均等割又は世帯別平等割について,これを減額賦課することとなつた。

次に国庫補助には,療養給付費補助金,財政調整交付金,助産費補助金,事務費補助金,保健婦補助金及び直営
診療所施設整備費補助金等がある。

療養給付費補助金は,国民健康保険法の規定に基づいて療養の給付及び療養費の支給に要する費用の
25/100(世帯主の結核及び精神病については療養の給付について40/100)を国が負担するものである。ま
た財政調整交付金は,国民健康保険の財政を調整するため,市町村に対して所定の配分方法によつて交付す
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るもので,その総額は市町村の療養の給付見込み額総額の10/100(38年度は8.8/100)とされている。この割
合は,37年度まで5/100であつたが38年度において,世帯主7割給付及び低所得被保険者世帯に対する保険
料(税)の減額賦課の実施に伴い,新たに生じた保険者の負担を対象とすることとなつたため引き上げられ
たものである。

38年度及び39年度における国民健康保険の補助金関係の予算額は第6-7表のとおりであつて,39年度にお
いては,療養給付改善特別補助金(家族7割給付に対する補助金)及びへき地往診料に対する特別補助金が,新
たに計上されることとなつた。

第6-7表 38～39年度補助金予算額

なお,国庫補助のほか,保険者に対する財政援助として各都道府県からの補助と市町村の一般会計からの繰
入れとがあるが,37年度におけるその総額は,前者については22億3,430万円,後者については55億4,693万
円で,保険者1人当り額は,前者については48円,後者については120円となつている。
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険

健康保険事業は,政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の2本建てで運用されている。

政府管掌健康保険は,政府が保険者となつて行なうものであり,健康保険の適用を受ける者のうち,健康保険
組合の組合員でない者を一括して被保険者としている。

一方,組合管掌健康保険は,各健康保険組合が保険者となつてその組合員を被保険者として行なうものであ
る。

健康保険組合(以下「組合」という。)は,常時300人以上の被保険者を使用する事業所の事業主が単独で,
又は,合算して常時300人以上の被保険者を使用する2以上の事業主が共同で,厚生大臣の認可を受けて設立
するものであるが,設立について,組合員となる被保険者の過半数の同意が必要とされている。

政府管掌健康保険も組合管掌健康保険もともに同一の内容の給付を行なうが,組合管掌健康保険において
は,組合ごとに,附加給付として,それを上まわる給付を行なうことができる。保険料負担は,政府管掌健康
保険では事業主と被保険者が折半して,被保険者の標準報酬(報酬額を25段階に分類したもの)の6.3%を負
担するが,組合管掌健康保険においては,被保険者の標準報酬の8%を限度として,組合ごとに決定する率に
よつて負担し,事業主が被保険者よりも大きな割合で負担することができることとなつている。 
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(1)  政府管掌健康保険
ア  事業所数

政府管掌健康保険の事業所数の推移は,最近5年間の増加率は6%から10%の範囲内であつて,年平均でみる
と,約3万2,000事業所が毎年増加していることになり,この5年間に約40%の増加を示している。その推移
は第6-8表に示すとおりである。
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(1)  政府管掌健康保険
イ  被保険者数及び被扶養者数

被保険者数の推移は,第6-8表に示すとおりであるが,最近5年間の増加率は事業所数の増加率と大差はなく
5～13%の範囲内であつて,年平均でみると約80万1,000人が毎年増加していることになり,この5年間に約
46%の増加を示している。

第6-8表 政府管掌健康保険の事業所数及び被保険者数の推移

ここで事業所数と被保険者の増加率に約6%の開きがみられるが,これは後述するとおり1事業所当りの被
保険者数の増加によるものである。

また,1事業所当りの被保険者数は第6-8表に示したとおり,毎年増加してきたが,昭和37年度にいたつて,初
めて減少した。

一方,1事業所当りの被保険者数の規模別にみた事業所数,被保険者数とその分布状況は,第6-9表のとおりで
ある。このうち,被保険者数が100人未満の事業所の数とその事業所における被保険者の数は,それぞれ41
万8,128事業所,689万6,801人で,全体に占める割合は,それぞれ96.6%,67.4%である。このことからも政府
管掌健康保険が,中小企業に働らく勤労者を対象にしていることがわかる。

第6-9表 政府管掌健康保険の被保険者数の規模別事業所数,被保険者数及び分布状況
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被扶養者についてみると,第6-10表のとおりで年々増加してはいるが増加率が被保険者数の増加率に及ば
ないため被保険者1人当りの被扶養者数は年々減少し,37年度にいたつては1.04人となつた。

第6-10表 政府管掌健康保険被扶養者数の推移

また,37年度においては,総被保険者数の39.1%に当る被保険者が被扶養者を有しておりこれらの被保険者
1人当りの被扶養者数は2.65人となつている。被保険者1人当りの被扶養者数を組合管掌健康保険のそれ
と比べると1.36に対し,1.04と相当に低いものであるが,これはそれぞれの事業所の年令構成の相違を示し
たものであるといえよう。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和38年度版）



  

第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(1)  政府管掌健康保険
ウ  平均標準報酬月額

保険料及び保険給付の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額は,第6-11表のとおりであつて,年々上昇
し,37年度末においては1万9,435円となつているが,組合管掌健康保険の平均標準報酬月額の約2万5,800円
に比べると75.3%に相当する額である。しかしながら,この格差は近年にいたつて漸次縮少の傾向にあ
る。平均標準報酬月額の毎年度における上昇は,おおむね賃金水準の上昇に比例するものであるが,健康保
険の標準報酬月額が最高の5万2,000円となつているため,必ずしも比例しないものである。この標準報酬
月額の最高の5万2,000円を占めている者は,総被保険者数の約4.3%であつて,組合管掌健康保険における割
合の8%に遠く及ばないものである。

第6-11表 政府管掌健康保険の平均標準報酬月額の推移
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(1)  政府管掌健康保険
エ  保険料率

政府管掌健康保険においては原則として標準報酬月額の6%ととされているが,保険料で保険給付費及び保
健施設費に要する費用に不足が生じたとき,又は剰余を生じたときは社会保険審議会の意見を聞いて5.5%
から6.5%の範囲内で料率を変更することができることになつている。現在の保険料率は,35年3月1日から
6・3%と定められている。なお,保険料は事業主と被保険者が折半負担することになつている。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和38年度版）



  

第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(1)  政府管掌健康保険
オ  保険給付

37年度の保険給付決定額は,総額1,402億1,237万円に達しており,前年度に比し,274億6,429万円の増加と
なり,現在までの最高の増加額を示した。また増加率は24.4%で,前年度の29.0%についで高率を示してい
る。

保険給付費の増加の原因は,被保険者数の増加とともに,1件当り金額の著しい増加によるものである。

保険給付のうち,その中心をなすものは療養の給付及び家族療養費であり,ついで傷病手当金が重要な地位
を占めている。
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(1)  政府管掌健康保険
オ  保険給付
(ア)  療養の給付及び家族療養費

療養の給付費は,33年度の430億円が37年度には994億円と5年間にほゞ2.3倍になつており,家族療養費に
ついても,同じく111億円から221億円とこれも2倍の増加を示している。

この間被保険者数は約46%,被扶養者数は約27%増加しているが,医療費の増加は,これを大きく上まわつて
いるわけである。

この内容を分析してみると,第6-12表のとおりである。すなわち,受給率の増加によるものではなく,むしろ
1件当り金額の増加によるものである。1件当り金額は,33年度から37年度の間に被保険者で1,467円から
2,003円,家族で455円から607円へと増加しているが,これには,36年度に行なわれた医療費の改定が影響し
ているが,そのほかにも医療費の年々の上昇傾向がこのなかにおりこまれているわけである。この間1件当
りの日数は,一般診療については,被保険者,被扶養者を通じて入院,入院外とも減少してきている。また受
診率は,この間,一般診療では被保険者,被扶養者とも減少傾向にはあるが,大きな動きはない。歯科につい
ては37年度には大幅に増加している。

第6-12表 医療給付の被保険者又は被扶養者1,000人当り件数,1件当り日数及び金額の推移
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(1)  政府管掌健康保険
オ  保険給付
(イ)  傷病手当金

傷病手当金は,33年度の77億円から37年度の141億円と約2倍の増加を示しているが,この間被保険者数は
約46%増加していることを考えると,増加率はきわめて高いこととなる。

すなわち,第6-13表にみるように,1人当り支給日数は減少傾向にあるが,1日当り支給金額は増加してい
る。これは,傷病手当金の額が報酬に比例しているため,賃金上昇に伴つて,増加したものと考えられる。

第6-13表 政府管掌健康保険傷病手当金1人当り支給金額等
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(1)  政府管掌健康保険
カ  保健施設

健康保険では,本来,傷病,出産及び死亡等の保険事故について給付を行なうことを主な目的としているが,
このほか,被保険者や被扶養者の健康増進や疾病予防等の事業を行なつている。これを保健施設とよんで
いる。その主な内容は次のとおりである。
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(1)  政府管掌健康保険
カ  保健施設
(ア)  保険指導宣伝

事業主や被保険者に対し,保健指導奨励に関する広報活動として,都道府県保険課や社会保険事務所ごとに,
保健衛生についての講演会,健康保険の夕ベを開催したり,パンフレット,ポスターなどを配付している。
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(1)  政府管掌健康保険
カ  保健施設
(イ)  疾病予防

結核の早期発見,早期治療を図るため,施設の不備や健康管理の不徹底のため結核検診等の機会に恵まれな
い小規模事業所(主として50人未満)の被保険者に対し,結核検診を実施したり,結核が治ゆしたと思われる
被保険者に対し結核の再発予防のため,ヒドラ(イソニコチン酸ヒドラジド)の投与を行なつている。ま
た,38年度からは,インフルエンザの予防接種を実施することにした。
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(1)  政府管掌健康保険
カ  保健施設
(ウ)  体育奨励

被保険者に対し,体育活動を奨励し,健康の保持増進を図るため陸上競技大会,水泳競技大会,軟式野球大会
及び保健体育大会を行なつている。
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(1)  政府管掌健康保険
カ  保健施設
(エ)  健康保険保養所

被保険者やその被扶養者の病後の保養と健康の保持増進を図るため,健康保険保養所を設置している。保
養所は,原則として自然公園又は温泉地の地域内に設置することとなつており,37年度末で83施設設置され
ている。
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(1)  政府管掌健康保険
カ  保健施設
(オ)  健康保険病院・診療所

適正な社会保険診療を行ない,被保険者などの疾病の予防,健康の保持増進のため積極的に協力し,また保険
医に診療上の利便を与えることを目的として設置したものである。

現在,病院64施設,診療所8施設が設置されている。
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(1)  政府管掌健康保険
カ  保健施設
(カ)  健康相談検診車

被保険者及び被扶養者の病気の早期発見,早期治療をはかるため,主要健康保険病院に,健康相談検診車を設
置している。37年度末現在で,29施設を設置している。
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(1)  政府管掌健康保険
カ  保健施設
(キ)  保険財政

政府管掌健康保の財政は,ここ数年来黒字決算を続けてきたが,37年度においては,中小企業の賃金事情の改
善の影響をうけて保険料収入が大幅に増加した反面,前述の保険給付の増加も著しく,積立金18億円の取り
くずしを余儀なくされ,単年度の収支をみれば,実質16億3,450万円の赤字となつた。

38年度は,一般的な医療需要の伸びが予想されるほか,医療費の地域差(特定地域の医療機関に対する診療
報酬の加算の制度)が撤廃されたこともあり,保険給付費の一層の増加が予想される。

第6-14表 政府管掌健康保険収支状況
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(2)  組合管掌健康保険

組合管掌健康保険は,自主的な責任の下に,その地域の実態に適応しつつ,それぞれの創意工夫によつて能率
的な事業運営を行なう点に意義があり,特に近年は疾病予防活動等について活発な動きを示している。近
年,組合制度は著しい発展を示しつつあるが,特に最近においては,中小企業を基盤とした,いわゆる総合健
康保険組合制度の普及をみつつあるのが注目される。
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(2)  組合管掌健康保険
ア  組合数及び事業所数

近年における組合数の推移は,第6-15表の示すとおりであるが,新設はおおむね年間50組合前後であり,そ
の他に分割設立等があつて,50ないし,60組合の増加をみている。しかし,一方において,他組合との合併消
滅等があるので,組合数としての年間純増は40前後である。こうして,組合数は昭和33年度で1,000をこ
え,37年度末で,1,197となつている。

第6-15表 健康保険組合異動状況及び適用事業所数の推移

組合の被保険者数についてみると,37年度末で,1組合平均約5,000人となつており,業態別にみると平均
6,000人程度から3,000人程度のものまで相当のへだたりがある。さらにこれを被保険者数の階級別にみ
ると,第6-16表の示すように,500人未満のものから最高は10万人をこえるものまでにわたつて分布されて
いるが,1,000人以上4,000人未満の組合が総数の6割を占め中心をなしている。

第6-16表 被保険者数階級別健康保険組合数
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次に組合の設立されている事業所の数についてみると,第6-15表のとおり,37年末任意包括の事業所を合わ
せて約5万2,500施設となつている。この事業所数も組合の増加に伴つて,年平均で3,000程度増加してきて
いるが,組合の事業所数は,組合設立の条件等の関係で政府管掌健康保険に比べると著しく少ない。
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(2)  組合管掌健康保険
イ  被保険者数及び被扶養者数

組合数の増加に伴つて,組合の被保険者数も毎年著しい増加を示している。

その増加は,組合数の増加に伴うものと組合自体の被保険者数の増加によるものとに分れるが,増加の大部
分は後者に基づくものであり,産業の発展に基づく雇用の拡大に伴うものが多い。すなわち,近年における
日本経済の発展に伴い組合の被保険者数は毎年50万人を上まわる増加を示しており,37年度末には597万
人,男女比率では男71,女29の割合となつている。

次に被扶養者数についてみると,第6-17表のとおり,これも増加してはいるが,その増加数は年間約30万人
で,被保険者数の増加には及ばない。この結果,被保険者1人当りの扶養者数は年々減少している。しかし,
これを政府管掌健康保険のそれと比べると,1.04人に対し,1.36人と相当に高く,これは年令構成及び男女別
の構成の相違によるものといえよう。

第6-17表 組合管掌健康保険被保険者数及び被扶養者数の推移
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(2)  組合管掌健康保険
ウ  平均標準報酬月額

組合管掌健康保険の平均標準報酬月額は,第6-18表のとおり,37年度末で約2万5,800円で,これを政府管掌
健康保険のそれに比べると約33%高い。

しかし,この格差は近年漸次縮少の傾向にある。毎年度の平均標準報酬の増加はおおむね賃金水準の上昇
に比例するものであるが,健康保険の標準報酬月額が最高5万2,000円となつているため,必ずしも比例しな
い。近年賃金水準の向上に伴い,上記の標準報酬に頭打ちの者が多く,組合管掌健康保険では約8%の者が
最高の標準報酬等級の第25級になつている。

第6-18表 組合管掌健康保険平均標準報酬月額の推移
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(2)  組合管掌健康保険
エ  保険料率

組合管掌健康保険においては,その保険料率は標準報酬月額の8%を最高限度として,組合ごとに決定され
る。また,その負担割合も,事業主が保険料額の1/2以上負担するよう決めることができ,現実に事業主の負
担割合が被保険者の負担割合をこえている組合が多い。

組合管掌健康保険の平均保険料率の推移は,第6-19表のとおり,37年度末においては,おおむね6.5%である
が毎年若干増加している。

第6-19表 組合管掌健康保険平均保険料率及び負担割合の推移

政府管掌健康保険では,35年以降6.3%となつているので,約0.2%の差がある。

次に保険料の負担割合については,37年度で事業主6対保険者4となつているが,事業主の負担割合は減少の
傾向にある。

また,保険料率階層別組合数は,第6-20表のとおりで,6.5%のものが最も多く,最高の8%のものは24組合あ
り,政府管掌健康保険の料率より高いものは約730に及び過半数を占めている。

第6-20表 保険料率階層別健康保険組合数
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(2)  組合管掌健康保険
オ  保険給付

組合管掌健康保険では,政府管掌健康保険と全く同様の給付を行なうほか,これにあわせて附加給付を行な
うことができる。

保険給付のうち,その中心をなすものは療養の給付及び家族療養費であり,ついで傷病手当金が重要な地位
を占めている。ここでは,特にこれらの給付について最近の状況をみることとする。
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(2)  組合管掌健康保険
オ  保険給付
(ア)  療養の給付及び家族療養費

被保健者の療養の給付費は,33年度の231億円が,37年度には499億円と5年間にほぼ倍になつており,家族
の療養費については,同じく110億円から208億円とこれも約2倍増加を示している。この間被保険者数は
約5割,家族は約1割増加しているが,医療費の増加はこれを大きく上まわつているわけである。

この増加を分析してみると,第6-21表のとおりであり,受診率の増加によるものではなく,むしろ1件当り金
額の増加によるものである。1件当り金額は,33～37年度において被保険者で1,162円から1,623円,家族で
424円から615円へと増加している。これには,33年及び36年における医療費の改定が影響しているが,そ
のほかにも医療費の年々の上昇傾向がこのなかにおりこまれているわけである。この間,1件当り日数は,
一般診療については,本人,家族を通じて入院,入院外ともおおむね減少してきている。また受診率も,この
間,一般診療では,本人,家族とも減少(特に入院は著しく減少),歯科では本人は増加しているが,家族はおお
むね減少しており,このことは受診率が一応安定してきたことを示すものといえる。

第6-21表 医療給付被保険者又は被扶養者1,000人当り件数,1件当り日数及び金額の推移
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(2)  組合管掌健康保険
オ  保険給付
(イ)  傷病手当金

傷病手当金の絶対額は,33年度の56億円から37年度の73億円に増加しているが,その間,被保険者数が5割増
加していることを考えれば,相対的には減少していることになる。すなわち,第6-22表にみるられように,被
保険者1,000人当り件数及び被保険者1人当り日数において減少の傾向にある。ただ,1件当り金額は増加し
ているが,これは傷病手当金の額が報酬に比例しているため,賃金上昇に伴つて,増加したものと考えられ
る。要するに相対的には,傷病手当金は減少しつつあるが,これは主として,結核性疾病の減少によるもので
ある。

第6-22表 組合管掌健康保険傷病手当金の件数,日数及び金額の推移
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(2)  組合管掌健康保険
オ  保険給付
(ウ)  附加給付

組合管掌健康保険の保険給付における特色は,各組合において,規約の定めるところにより,附加給付が行な
われる点である。附加給付の実施状況は,第6-1図及び第6-23表のとおりであつて,ほとんどすべての組合
がこれを行つている。

第6-23表 附加給付種別実施健康保険組合数

第6-1図 健康保険組合における附加給付実施率
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附加給付の種類は多岐にわたつているが,最も多く行なわれているものは,被扶養者に対する5割の家族療
養費に加えて給付されるもので,これによつて組合における医療給付水準はかなり高められている。

この附加給付に要する費用は,第6-24表のとおり,37年度末においては,被保険者1人当り1,913円であり,法
定給付費に対する比率は14.1%となつている。

第6-24表 組合管掌健康保険被保険者1人当り附加給付費の推移
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(2)  組合管掌健康保険
カ  保健施設

健康保険では,保険給付以外に被保険者及び家族の健康増進や疾病予防等の事業を行なうため保健施設事
業を行なうことができるが,組合では,その母体企業の労働の実情等に適応して効果的な保健施設事業を行
なうことが大きな特色となつている。

この保健施設事業は,近年治療から予防への動きが活発となるに従い積極化してきており,このため保健施
設の予算は逐年増加している。
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第6  疾病に対する備え
5  健康保険
(2)  組合管掌健康保険
キ  組合の財政収支状況

組合の財政収支は第6-26表のとおり,全体としては健全な歩みを示している。

第6-26表 組合管掌健康保険収支状況

しかし,なかには財政力の弱い組合もあり,これらに対して33年度から若干の国庫補助が行なわれている。

ところが,33年度以降について組合の被保険者1人当り収入支出については,従来は収入の増加が支出の増
加を上まわつていたのが,最近では下まわる傾向にあり,特に医療給付の増加が著しいことが注目される。

第6-25表 組合管掌健康保険保健施設費の推移
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第6  疾病に対する備え
6  日雇労働者健康保険
(1)  適用状況
ア  被保険者数

日雇労働者健康保険においては,健康保険における被保険者数のように実数がは握できないので,ある時点
において有効な被保険者手帳を所持している日雇労働者数をもつて,被保険者数の概数をは握することに
している。最近5年間の各年度末現在の数は第6-27表のとおりである。

第6-27表 日雇労働者健康保険有効被保険者手帳所有者数

各年度間の推移をみると,昭和33年度は前年度に比し28.7%,34年度は12.6%と大きく増加しているが,35年
度からは減少に転じ,各前年度末現在に対し98.3%,88.4%及び89.5%となつている。
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第6  疾病に対する備え
6  日雇労働者健康保険
(1)  適用状況
イ  適用事業所数

健康保険と同様な適用事業所数は,制度の建前上は握できないので,健康保険印紙購入通帳を交付した事業
所のうち,現在事業所において所持されている健康保険印紙購入通帳数をもつて,概略の適用事業所数とし
ては握している。最近5か年間の推移は第6-28表のとおりである。

第6-28表 日雇労働者健康保険適用事業所数

各年度間の推移は第6-28表にみるとおり34年度においては130.3%と急激に増加しているが,35年度にお
いては100.7%,36年度においては102.4%と増勢は鈍化し,37年度に至り98.9%と逆に減少に転じた。
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第6  疾病に対する備え
6  日雇労働者健康保険
(2)  保険給付

昭和37年度保険給付決定額は,総額113億円に達しており,36年度に対する37年度の増加額は24億円で,対
前年増加率は27.4%で前年度の27.0%を上まわる増加率となつている。
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第6  疾病に対する備え
6  日雇労働者健康保険
(2)  保険給付
ア  療養の給付及び家族療養費

療養の給付費は,33年度の37億円が37年度には89億円と5年間にほぼ2.4倍になつており,家族療養費につ
いても,同じく9億から18億円とこれも著しい増加を示している。被保険者数は,37年度を33年度に比べる
と,13%も減少しているのに対して医療費の増加がきわめて著しい。

この増加の原因を分析してみると,第6-29表のとおりであり,1件当りの日数の増加によるものではなく,む
しろ1件当り金額の著しい増加によるものである。1件当り金額は,33年度から37年度において被保険者で
1,620円から2,388円へと増加している。

第6-29表 医療給付の1件当り日数及び金額

被扶養者についても同じ傾向で増加しているが,これは36年に行なわれた医療費の改定が影響しているが,
そのほかにも医療費の年々の上昇傾向がこの中におりこまれているわけである。
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第6  疾病に対する備え
6  日雇労働者健康保険
(2)  保険給付
イ  傷病手当金

傷病手当金は,33年度の3,396万円から37年度の3億4,478万円と大幅に増加しているが,これは36年7月か
ら行なわれた給付期間の延長と,支給日額の引上げも影響しているものと考えられるが,1件当り支給金額
等についてみると第6-30表のとおりである。

第6-30表 日雇労働者健康保険傷病手当金給付諸率
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第6  疾病に対する備え
6  日雇労働者健康保険
(3)  保健施設

被保険者及び被扶養者の傷病の早期発見,早期治療,早期回復を目的とした集団健康診断等を行なうために
巡回診療車を東京都,神奈川県,愛知県,京都府,大阪府,兵庫県,広島県及び福岡県に合計9台配置している。

また,被保険者及び被扶養者の療養を担当する日雇労働者健康保険病院を東京都及び兵庫県に,診療所を神
奈川県,愛知県,大阪府及び広島県に設置している。
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第6  疾病に対する備え
6  日雇労働者健康保険
(4)  保険財政

日雇労働者健康保険は,制度発足後約10年になるが,初年度及び第2年度を除き,財政事情は苦しく,遂年赤字
額が増加している。最近5年間の決算状況を示すと,第6-31表のとおりである。

第6-31表 日雇労働者健康保険収支状況

昭和37年度においては,前年度における医療費引上げ及び給付期間の延長等の給付改善の影響が年度全般
にあらわれたことによつて,医療給付費の支出増及び現金給付費の支出増が著しく,支出増に対する国庫補
助5,000万円を受け入れたが,なお借入金15億2,000万円と医療給付費28億3,000万円の支払未済を生じた
決算を行なつた。

38年度については,9月に行なわれた医療費の地域差撤廃による医療給付費の増加がみこまれること等に
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より,借入金は23億2,000万円を予定しているが,なお多額の医療給付費の支払未済が予想される。
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第6  疾病に対する備え
7  船員保険

船員保険は,陸上労働者に対する健康保険,厚生年金保険,失業保険及び労働者災害補償保険を総合したもの
に相当する性格を有するいわば綜合的社会保険であって船員又は船員であつた者の疾病,負傷,分娩,失業,
老令,廃疾,脱退,行方不明及び死亡並びに船員の家族(被扶養者)の疾病,負傷,分娩及び死亡について保険給
付がなされることとなつている。

昭和38年8月1日,船員保険法の一部改正が行なわれ,失業給付に関しては,陸上の失業保険と歩調を合せ,失
業保険金日額の最高,最低額の引上げ及び傷病給付金等の新設が行なわれた。また,船員法に規定されてい
る行方不明手当が保険化されて,行方不明手当金が新設された。

なお,年金部門については,厚生年金保険法の改正にあわせて改正を行なう予定で,その内容については,目
下検討中である。
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第6  疾病に対する備え
7  船員保険
(1)  適用状況

船員保険の最近5か年間における適用状況(年間平均数)は,第6-32表のとおりであり,船舶所有者数は,37年
度平均で1万243人,前年に比し,327人の増加である。

第6-32表 船員保険適用状況

最近5か年間の推移は,36年度に一時減少したが,37年度は前年度に比し,3.3%増加した。

また被保険者数は,37年度平均22万9,999人,前年度に比し6,968人の増加で最近5年間毎年3～4%増加して
いる。さらに33年度平均に対し37年度平均は,被保険者数で1.15倍,船舶所有者数では1.10倍となってい
る。

また,38年4月1日から船員保険法の適用範囲が拡大され,総トン数20トン以上の漁船(定置漁業,区画漁業,共
同漁業に従事する漁船及び推進機関を備えない漁船を除く。)及び総トン数20トン以上のまきあみ漁船と
組になつて操業する附属船の乗組員にも船員保険が適用されたため,第6-33表に示すとおり被保険者数は
37年度平均に比し,38年度7月末現在で9,134人,約4.0%増加した。

第6-33表 船員保険適用範囲拡大による適用状況
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1船舶所有者当り被保険者数は,37年度平均22.45人,被保険者1人当り被扶養者数は,37年度末現在で1.8人
となっており,いずれも最近5か年間は,漸次増加している。
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第6  疾病に対する備え
7  船員保険
(2)  標準報酬月額の推移

船員保険においても,健康保険や厚生年金と同じように,保険料を徴収し,保険給付を行なう場合には,被保
険者が受ける報酬の額を基礎として,その額を算定するいわゆる標準報酬制を採用している。平均標準報
酬月額の最近5か年間の推移は,第6-34表のとおりであつて,特に昭和35年度以降の増加は著しいものがあ
るが,これは漁船部門の増加が大きな影響を与えている。

第6-34表 船員保険平均標準報酬月額の推移

なお,37年度末平均標準報酬月額は漁船2万3,464円,その他(汽船,機帆船等)2万6,444円,平均2万5,136円で
33年度末に比しては,漁船において1.98倍,その他において1.44倍,平均で1.64倍となつている。
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第6  疾病に対する備え
7  船員保険
(3)  疾病給付

疾病給付の決定状況は,昭和37年度は総額60億2,400万円に達しており,そのうち医療給付費(療養の給付費,
家族療養費,療養費)は37億2,143万円で61.8%を占めている。疾病給付費の36年度に対する37年度の増加
額は11億6,060万円で増加率は23.86%で最近5か年間の最高を示している。この増加のうち医療給付費の
増加率が20.58%,その他の給付費の増加率が29.5%となつている。これら疾病給付費の増加は,被保険者数
の増加による部分もあるが,被保険者1人当りの給付額も増加しており,なかでも診療費の増加は著しい。

第6-35表は診療費の被保険者1人当りの金額,受診率(被保険者1,000人当りの件数)及び1件当り金額であ
る。これによると,診療費(給付費)の被保険者1人当り金額については,37年度1万1,669円で36年度に対
し,1,815円(18.42%)の増加,また,被扶養者1人当り金額については,37年度2,221円で,36年度に対し,241円
(12.2%)の増加を示している。

第6-35表 船員保険診療費諸率

また,受診率は相対的には増加の傾向にあるが,入院,入院外,歯科の別によって,その傾向も多少異なってい
る。すなわち入院外,歯科が最近5か年間年々増加しているのに比し,入院については36年度までは,むしろ
減少の傾向にあつたが,これも37年度においてまた上昇のきざしをみせている。

診療費の増加に影響を与えている要因は,受診率の総体的増加よりも,36年度以降における1件当りの金額
の増加である。これは36年度において医療費の改定が行なわれたためであろう。

疾病給付費のなかで医療給付費についで重い比重を占める(37年度被保険者分疾病給付費中医療給付費の
占める割合56.65%,傷病手当金の占める割合42.22%)傷病手当金の給付決定状況は大いに注目すべきであ
るが,これは第6-36表に示すとおりである。これによると36年度までは被保険者1人当り件数及び日数と
も最近5か年間において34年度をピークとして下降していたが,37年度においては前年度に比し件数で
0.04件(0.06%)増加して0.70件,日数で1.28日(7.27%)増加して18.88日となつている。
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第6-36表 船員保険傷病手当金諸率

さらに被保険者1人当り金額についてみると37年度で9,068円で前年度に比し,1,856円と約25.73%の著し
い増加となつている。これは傷病手当金の額の計算の基礎となる標準報酬月額の上昇によるものと考え
られる。
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第6  疾病に対する備え
7  船員保険
(4)  失業保険適用給付状況

船員保険の失業保険の適用給付状況についてみると,第6-37表のとおりである。

適用状況については船舶所有者数及び被保険者数は年々順調に増加して,最近5か年間に船舶所有者数
で,1,047人,被保険者数で2万7,806人,増加率にしてそれぞれ11.53%,24.23%と増加し,昭和37年度末で,船
舶所有者数7,274人,被保険者数14万2,556人となっている。

第6-37表 船員保険の失業保険適用給付状況

給付状況についてみると,37年度被保険者1人当り金額及び日数は,3,991円,8.1日である。最近5か年間の推
移として,33年度から36年度にかけて減少傾向を示してきたが,37年度においてはいずれも前年度に比し,
被保険者1人当り金額にして1,696円(7,390%),日数は2.4日(42.1%)と大幅に上昇した。特に金額において
は実数,増加率とも最近5か年間の最高を示した。

なお,38年8月から,失業保険金の最低額が従前の138円から180円に,最高額が720円から890円に引き上げ
られ,受給権者に扶養される配偶者又は18才未満の子若しくは不具廃疾により,労働能力のない子があると
きは,その配偶者及び第1子につき日額20円,第2子以下につき日額10円が失業保険金に加給され,職業補導
機関に入所中は,その終了まで支給期間が延長されるとともに,技能習得手当日額70円寄宿手当月額3,600
円が支給され,また傷病期間の14日をこえる期間については,傷病給付金として失業保険金相当額が支給さ
れることとなった。
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第6  疾病に対する備え
7  船員保険
(5)  福祉施設

船員保険の福祉施設は,海上労働者の特性に対応して,きわめて特色のあるものである。たとえば船員保険
寮43施設の大部分は,港の近辺におかれており,短い停泊期間に家族とともに過す場所であり,また船員保険
者に定められた「自宅以外の場所における宿泊及び食事の支給」のためには,21施設の休養所が,これまた
港の近辺に設けられて,傷病のため下船した船員のための宿泊通院に役立てられている。なお,被保険者の
遺家族のためには,母子寮が1施設,その他3施設の病院,2施設の診療所が港に近接して設置されている。
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第6  疾病に対する備え
7  船員保険
(6)  保険財政

船員保険の財政は,船員保険特別会計によつてまかなわれており,疾病,失業及び年金の各給付部門のほか,
福祉施設,業務取扱費(事務費)のすべてを包括している。収入については,保険料収入が大部分であつてそ
の料率及び負担割合は,船員保険法第59条及び第60条の規定により,失業保険の適用を受けるものと,適用
を受けないものに区分されているが,執行上は,さらにこれを第6-38表に示す料率及び負担区分にそれぞれ
細分化されている。

国庫負担は船員保険法第58条及び58条の2の規定により,それぞれ負担されているが,現行負担率は第6-38
表 に示すとおりであり,一般会計から繰り入れられている。

第6-38表 船員保険料率内訳

支出については,職務上外を含む,疾病及び年金の各給付費並びに失業給付費がその大部分であるが,そのほ
か,福祉施設費及び業務取扱費が毎年予定されている。

船員保険財政は,前述のとおり長期給付部門を包含しており,第6-39表に示すごとく,毎年度長期給付原資の
積立のため剰余金をあらかじめ予定しているので赤字決算を生ずることはない。

第6-39表 船員保険収支状況
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また最近5か年間の各部門別収支状況は,第6-40表のとおりであるが,これをみても各種給付の例年の増加
にもかかわらず,収支の均衝を維持している。ただし医療保険部門特に失業保険部門では著しい給付費の
増加のため,その対策を検討すべき段階にある。

第6-40表 船員保険特別会計部門別収支状況
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第6  疾病に対する備え
8  保険医療
(1)  給付対象となる傷病

健康保険及び日雇労働者健康保険においては,業務外の事由による疾病,負傷について保険給付が行なわれ,
国民健康保険及び船員保険においては,業務上外の区別なしに給付が行なわれる。この給付対象となる傷
病の範囲については,健康保険の創設以来ドイツ社会保険の思想を受け継いで,労働能力に支障をきたす疾
患に限定するという考え方が維持されてきた。したがつて,労務に支障のない疾患,ある種の先天性疾患等
に対する治療,優生手術,健康診断,予防接種等は給付されないこととされてきた。

しかしながら,社会保障の思想が確立してくるに及んで,医療保険においても,たんに労働力保全という見地
にたつことなく,広く国民の医療を保障するという考え方にたつて傷病の範囲を拡大することが要請され
るようになつた。国民皆保険の達成はこの考え方を促進させ,また,医学,薬学の著しい進歩はそのための有
効な手段を提供した。このように,給付対象となる傷病の範囲はしだいに拡大されてきており,現在におい
ては,労務に支障をきたさない疾病についても,円滑な社会生活の維持に障害となるようなものについては,
医学的に有効な治療法がある限り給付されることになつている。また,健康診断等の予防的医療やリハビ
リテーション医療の社会保険への採用の是非について,現在検討が進められている。
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(2)  給付の種類

これらの傷病に対しては,原則として,特定の医療機関によって,療養の給付という現物給付が行なわれる。
その範囲は,(1)診察,(2)薬剤又は治療材料の支給,(3)手術その他の治療,(4)病院又は診療所への収容,(5)看
護,(6)移送である。このうち,(4),(5),(6)については,保険者による事前の承認を必要とするたてまえになつ
ているが,(4)についてはその手続を省略している。

なお,(5)の看護とは,医療機関の看護婦による看護ではなく,添付看護婦によって行なわれるものである。

このように,現物給付を原則としているが,保険者が療養の給付をなすことが困難と認めたとき,たとえば無
医村の場合,又は緊急その他やむをえない事由によって,保険を取り扱わない医療機関で診療を受けたとき
には,療養の給付に代えて療養費が支給される。付添看護,移医,生血による輸血,補装具の支給等は,現物給
付を行なうことが困難であるとの理由で,すべて療養費払いの取扱いになつている。
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第6  疾病に対する備え
8  保険医療
(3)  療養担当機関

健康保険において,このような療養の給付を担当する医療機関及び薬局は次のとおりである。

ア 都道府県知事が指定した病院,診療所又は薬局(保険医療機関,保険薬局)

イ 特定の保険者の管掌する被保険者のための病院,診療所又は薬局であつて,当該保険者の指定したもの(事業主病院等)

ウ 健康保険組合の開設する病院,診療所又は薬局(組合直営病院等)

アの保険医療機関,保険薬局において診療,調剤に従事する医師,歯科医師,薬剤師は,都道府県知事の登録を受けた者(保険医,保険薬剤師)でなければならならいことになつ
ている。

国民健康保険においても,ほぼ同様に,療養取扱機関(薬局も含まれる。)と国民健康保険医,国民健康保険薬剤師の制度がある。

日雇労働者健康保険,船員保険においては,保険医療機関,保険薬局が療養の給付を担当するほか,それぞれ健康保険の場合ににた指定又は直営の機関が定められている。

保険医療機関,保険薬局の指定の有効期間は3年であるが,国民健康保険の療養取扱機関においては,この制限はない。また,保険医療機関,保険薬局が療養の給付を担当す
る区域は全国に及ぶが,国民健康保険の療養取扱機関においては,申し出ない限り,所在地の都道府県の区域内に限られる。公的医療機関は通常の場合,全国取扱いの申出
を行なつている。

現在では,病院,診療所と医師,歯科医師の大部分が社会保険を取り扱つている。

第6-41表 各種医療保険制度の給付内容
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第6  疾病に対する備え
8  保険医療
(3)  療養担当機関
(4)  診療報酬

この保険医療機関等に対して支払われる診療報酬は,厚生大臣が中央社会保険医療協議会に諮問し,その意
見をきいて定める方法によつて算定することになつている。

現行の算定方法は,「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(昭和33年6月厚生省告
示第177号)に定められており,この告示の別表が「点数表」である。この点数表には,数百の医療行為につ
いてそれぞれ点数が定められており,その点数に1点単価(現在は10円)を乗じたものが診療報酬となる。こ
の方法を通常「点数単価方式」と呼んでおり,18年4月以来採用されているが,33年10月からは,現行のよう
に,医科については甲表,乙表の2本建となつた。歯科は1表である。

日雇労働者健康保険,船員保険,各種共済組合及び国民健康保険においても,健康保険の例によつて診療報酬
を算定することになつている。

甲表,乙表のいずれの点数表によつて算定するかは個々の医療機関の選択にまかせており,毎年3月にいず
れかを選び,4月から1年間はそれにより算定し,その間変更できない。この点数表は36年7月,同年12月に改
定されたが,38年9月にも診療報酬の地域差を撤廃するための改正が行なわれた。この診療報酬の地域差
は,19年以来設けられていたが,33年10月からは,特定の大都市(甲地)とその他の地域(乙地)との間に,甲表に
ついては5%,乙表については約5.2%(33年当時では約6.1%)の地域差が設けられた。すなわち,甲地にある
医療機関は,乙地にある医療機関に比して,同じ医療行為を行なつた場合にもそれだけ高い診療報酬の支払
いを受けていたのである。この地域差が,38年9月1日に乙地を甲地なみに引き上げることによつて全面的
に撤廃され,全国一律に同一の医療行為に対しては同額の診療報酬が支払われることになつた。

なお,点数表に基づいて,使用医薬品の薬価が別の告示で定められている。この告示を通常「薬価基準」と
呼んでいるが,これはまた保険医,保険薬剤師が社会保険において使用することができる医薬品の一覧表で
ある。

診療報酬の請求については,保険医療機関又は療養取扱機関が毎月前月の診療分をまとめて保険者に請求
し保険者は請求書等を審査したうえで支払うのであるが,この審査及び支払に関する事務は,通常,健康保険
等にあつては,各都道府県診療報酬支払基金事務所,国民健康保険にあつては,各都道府県の国民健康保険団
体連合会が各保険者の委託を受けて行なつている。
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(5)  診療方針

社会保険を取り扱う医療機関や医療担当者は,療養担当規則の定めるところにしたがつて,療養の給付を担
当し,又は診療,調剤を行なわなければならないことになつている。

この担当規則によつて,保険医,保険薬剤師が使用することができる医薬品,歯科材料は厚生大臣の定めるも
のに限ることとなつているが,医療上必要な医薬品はほとんどすべて採用されており,その数は5,000品目
以上に及んでいる。医療上必要な薬剤は,すみやかに採用するとの方針がとられている。

また,担当規則に基づいて,特定の疾病に対する治療方針及び特定の薬剤の使用基準が定められている。そ
れらは,ア 性病の治療,イ 結核の治療,ウ 高血圧の治療,エ 慢性胃炎,胃潰瘍及び十二指腸潰瘍の治療,オ 精神
科の治療,カ 抗生物質製剤による治療,キ 副腎皮質ホルモン,副腎皮質刺戟ホルモン及び性腺刺戟ホルモン
による治療,ク 歯槽膿漏症の治療,ケ 歯科領域の抗生物質製剤による治療である。これらの治療指針,使用
基準は日本医学会の意見に基づいて,中央社会保険医療協議会にはかつたうえで決めることになつており,
現在では,治療方法の決定,薬剤の選択等について保険医の裁量が大幅に認められている。しかし,これに伴
つて,医師としての適正な判断と患者に対する治療上の責任を十分に持つことが,より一そう強く要請され
ているのである。
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